
●県から示された津波シミュレーションの設定条件（案）

・県が決定した防潮堤が整備されている。

・東日本大震災による津波が発生した当時の潮位及び津波高とする。

・東日本大震災による地盤が沈下した状態での地盤高とし、更なる地盤沈下は考慮しない。

− 1−



− 2− − 3−



 

0  200   500 

− 2− − 3−



− 4− − 5−



− 4− − 5−



 

− 6− − 7−



 

− 6− − 7−



 

− 8− − 9−



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− 8− − 9−



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 10−


